
 

 

 

発信日：2022 年 8 月 19 日 

 

外国人技能実習機構ホームページに、監理団体の許可申請に関するお知らせが 

掲載されました。※更新は、申請期限内に機構に到着が必要です。下記の「よく

あるご質問」をご覧ください。詳しくはこちら⇒https://www.otit.go.jp/ 

今回のテーマ「監理団体の許可申請（更新）」について 
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